
０５２－３８６－１４９４ FAX

０５２－８３８－７９９１ FAX

３．事業所の職員体制

事業所の従業員の管理及び業務の実施状況の把握

及び業務の管理を一元的に行います。

ご利用者及びその家族との面接、相談連絡や事業

に関わる活動の企画、実施など管理に努めます。

食事や排泄の介助、入浴の実施、送迎時の運転や

付き添い、その他プログラムの協力を行います。

ご利用者が可能な限り、自立した日常生活を営む

ことができるよう、機能訓練を行います。

４．営業日及び営業時間

年中無休

9：00～18：00

５．サービス利用料及びご契約者負担

（1）利用者に提供するサービス内容・利用料につきましては、別紙の表示のとおりといたします。

利用者負担金は、「法定代理受領（現物給付）」の場合については、

1割又は2割又は3割(個人所得により変動あり）となりますが、

居宅サービス計画を作成しない場合など「償還払い」となる場合には

１．事業者の概要

事業所名称

所在地

電話番号

代表者名

株式会社６L

名古屋市緑区東神の倉3丁目１２１番地

代表取締役　岡村あかね

０５２－３８６－１４９４

令和7年6月10日

介護保険事業者番号

所在地

事業所名

電話番号

サービスの種類 地域密着型通所介護・予防専門型通所サービス

2390800429

２３A0800624

設立年月日

０５２－８３８－７９９２

岡村あかね

瑞穂区、熱田区、昭和区、天白区

令和7年9月1日

２．事業所の概要

名古屋市瑞穂区白羽根町2丁目42番地の4

デイサービスLien

管理者氏名

サービス提供地域

開設年月日

職種 従事するサービスの内容等 人員

管理者

生活相談員

介護職員

機能訓練指導員

1名以上

1名以上

1名以上

営業日

営業時間

サービス提供時間 9：30～16：45

2名以上



一旦利用者が利用料の全額を支払い、その後市町村に対して保険給付分を請求することと

なります。

（２）負担金その他の費用は、サービス提供ごとに計算し、利用月ごとの合計金額により、

ご請求いたします。請求書は、利用明細を添えて、ご利用月の翌月15日前後に利用者宛てに

お届けいたします。

（3）負担金その他費用のお支払い方法は、ご利用月の翌月26日に『口座振替』にてお支払い

いただきます。

６．キャンセル

利用者がサービスの利用を中止する際には、速やかに所定の連絡先までご連絡ください。

連絡先　 住所　名古屋市瑞穂区白羽根町2丁目42番地の４

電話　０５２－８３８－７９９１

FAX　０５２－８３８－７９９２

利用者の都合でサービスを中止する場合には、サービスご利用前日までにご連絡ください。

当日のキャンセルは下記のキャンセル料を申し受けることになりますのでご了承ください。

(但し利用者の容態の急変等、やむを得ない場合はこの限りではありません。）

時期 キャンセル料

サービス利用日の当日 利用料金の１０％(自己負担相当額)

７．当社のサービス方針など

（1）事業の目的

事業者は介護保険法等の関係法令にしたがい、利用者が可能な限り居宅において、自立した

日常生活を営むことができるよう必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより

利用者の心身機能の維持回復を図るため、通所介護サービス及び介護予防通所介護サービス

その他の便宜を提供することを事業の目的とします。

(2)事業の運営方針

事業者は、ご利用者の意思、人格を尊重し、関係市町村、地域の保険、医療、福祉サービスとの

連携を図り、常にご利用者様の立場に立った総合的なサービスの提供に努めます。

（3）当社の基本理念、基本方針

基本理念

デイサービスLienの福祉サービスはご利用者やご家族様の気持ちに寄り添い、日常生活を

支えるケアの提供をいたします。

基本方針

私たちは、デイサービスLienのサービスを受けるすべてのご利用者様にとって、安心してサービス

が受けれるよう、専門的な知識と技術を持って継続的にサービスの改善を図ります。

８．緊急時の対応

事業者は、利用者に対するサービスの提供をおこなっているときに利用者に病状の急変が生じた
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場合やその他必要な場合には、速やかに主治医への連絡を行う等の措置を講じます。

９．事故発生時の対応

（1）事業者は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合には速やかに利用者の

家族、居宅介護支援事業者、市町村等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。

(2)事業者は、事故が発生した場合はその原因を解明し、再発を防ぐ為の対策を講じます。

（3）事業者は、利用者に対するサービスの提供により発生した事故等により利用者の生命、

身体、財産等に被害が生じた場合は、速やかにその損害を賠償します。ただし、事業者の故意

又は過失によらない場合は、この限りではありません。

１０．損害賠償保険への加入

本事業所は、賠償責任保険に加入しています。

１１．非常災害対策

非常災害における対応のため、防火管理者を置きます。

防火管理者　岡村　あかね　1名

非常災害に際して、必要な具体的計画を策定、避難、救出訓練などを実施し、非常災害対策の

万全を期するものとします。尚、この計画は消防のみならず、風害、水害、地震などの災害にも

対処できるよう策定します。

１２．その他運営に関する留意事項

事業所の従業員の資質向上を図るために研修の機会を次の通り設けるものとし、又、業務の

執行体制についても整備いたします。

①採用時研修　採用後　3か月以内

【入社時、オリエンテーション、サービスの提供時の心得、マニュアルの理解等】

②継続研修　月に1回

【ケースカンファレンス、勉強会等】

１３．相談窓口・苦情対応

サービスに関する相談や苦情については、次の窓口にて対応いたします。

●事業所お客様相談窓口

事業所名　デイサービスLien

電話番号　０５２－８３８－７９９１ FAX　０５２－８３８－７９９２

相談員　岡村　あかね 受付時間　午前9時00分～午後6時00分

(月曜から金曜までとする。ただし、12月30日～1月3日はお休みとする。）

担当者不在の場合の対応

電話を受けた従業員が担当者に携帯電話で連絡し、機敏に対応する。

時間外の受付は、担当者の携帯電話への転送にて対応する。
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●市町村介護保険相談窓口

住所　名古屋市中区三の丸三丁目1番1号

名古屋市健康福祉局高齢福祉部介護保険課推進担当

電話番号　０５２－９５９－３０８７

(受付時間月曜～金曜８：４５～１７：１５)

●愛知県国民健康保険団体連合会(国保連)

住所　名古屋市東区泉1丁目６－５　国保会館

電話番号０５２－９７１－４１６５(介護保険課)

１４．個人情報保護の取扱いについて

事業所及び従業員は、正当な理由なくその業務上知り得たご契約者及びご家族の秘密を

漏らしません。事業所はご契約者の医療上緊急の必要がある場合又はサービス担当者会議等で

必要がある場合に限り、必要な範囲内でご契約者又はご家族の個人情報を用いることがあります。

15.　虐待の防止のための取組について

（１）虐待防止に関する責任者は、以下の者を選定しています。

（虐待防止に関する責任者） 岡村あかね

（２）虐待の防止のための指針を整備するとともに、虐待の防止のための対策を行う検討委員会、

従業者に対する虐待防止を啓発･普及するための研修を定期的に開催しています。

（３）虐待等に関する利用者及びその家族からの虐待等に関する相談を対応するとともに、

虐待等が明らかになった場合は速やかに市町村の窓口に通報します。
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第一条　（契約の目的）

1．事業者は、利用者に対し、介護保険法及びそのほかの関係する法令並びにこの契約書に従い、

利用者が可能な限り居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう必要な日常生活上

の世話及び機能訓練を行うことにより利用者の心身機能の維持回復を図るため、

地域密着型通所介護・予防専門型通所サービスその他の便宜を提供します。

２．サービス内容の詳細は別紙「サービス内容説明書」に記載のとおりとします。

３．提供するサービスの内容を変更する場合には、付属の「契約変更合意　欄」に必要事項を

記載し、利用者及び事業者双方が記名押印するとともに、変更事項に係る別紙を追加して添付

します。

第二条　（契約期間）

１．この契約の契約期間は、契約締結の日から、利用者の要支援・要介護認定の有効期間の満了日

をもって終了するものとします。

２．上記契約の満了日の7日前までに、利用者より事業者に対して、契約終了を申し出ない場合は

事業者が利用者に対し、契約更新の意思を確認し、双方合意の基に再契約の自動更新といたしま

す。この自動更新による契約期間は、次回の利用者の要支援・要介護認定の有効期間の満了日ま

でとします。

第三条　（地域密着型通所介護計画書の作成・変更など）

１．事業者は、利用者の日常生活の状況及びその意向に踏まえて、「居宅介護サービス計画書

（ケアプラン）」に沿って、「地域密着型通所介護計画書」を作成し、これに従ってサービスを提供

します。事業者は通所介護計画書をご契約者に説明し、同意を得たうえでその写しを交付します。

２．事業者は利用者がサービスの内容や提供方法の変更を希望する場合でその変更が

「居宅介護サービス計画書（ケアプラン）の範囲内で実施することが可能な場合には、速やかに

地域密着型通所介護計画書の変更などの対応を行います。

3．事業者は、利用者が「居宅介護サービス計画書(ケアプラン)」の変更を希望する場合には、

速やかに居宅介護支援事業者への連絡調整などの援助を行います。

第四条　（サービスの提供の記録など）

１．事業者は、提供したサービスの内容などの必要事項を記録し、利用者の確認を受けることと

します。事業者はこの記録を第二条に定める期間の満了後5年間保存します。

２．地域密着型通所介護計画書は第1項の記録を事業者の営業時間内にその事業者内にて

閲覧できます。又は、実費負担により、その写しの交付を受けることができます。

第五条　（利用者負担金及びその滞納など）

１．この契約に関わる利用者負担金は、契約書別紙のとおりです。但し契約有効期間中、
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介護保険法などの関係法令の改定により利用者負担金の改定が必要になった場合には、改定後

の金額を適用するものとします。

この場合には、事業者は法令改正後速やかに利用者に対し改定の施行時期及び改定後の

金額を通知し、本契約の継続について確認するものとします。

2．事業者が提供するサービスが、介護保険の適用を受ける場合には、利用者は事業者に対して

料金の1割または2割または3割（個人所得により変動有）を

負担金としてお支払い頂くこととなります。

但し、介護保険法令に基づいて、利用者が保険給付を償還払い（一旦全額を支払い、その後

市町村から保険給付分の払い戻しを受ける方法）を選択する場合は、事業者に対して

料金の全額を負担金としてお支払いいただきます。

３．利用者が正当な理由なく、事業者に支払うべき利用者負担金を2ヶ月分以上滞納したときは、

事業者は1カ月以上の期間をおいたうえで支払いの催告を行い、この期間満了までに利用者

負担金が支払われない場合は、文書により契約を解除することができます。

４．事業者は、第2項に定める催告をした後、契約を解除するまでの間に、居宅サービス計画を

作成した居宅介護支援事業者と協議し、利用者の日常生活を維持する見地から、居宅サービス

計画の変更、介護保険外の公的サービスの利用などについて必要な調整を行うよう要請する

ものとします。

第六条　（利用者の解約権）

１．利用者は、7日前までに事業者に通知することにより、この契約をいつでも解約することが

できます。

２．利用者は、事業者が定められたサービスを提供しなかった場合その他この契約に違反した

場合には、直ちにこの契約を解約することができます。

第七条　（事業者の解約権）

１．事業者は、次の限り、その理由を記載した文書を交付することにより、契約を解除することが

できます。

（1）利用者の著しい不信行為があるなどの理由により、契約を継続することが困難になった場合

(2)第五条3項に該当する場合

（3）利用者が事業者の通常の事業（又は送迎）の実施地域外に転居し、事業者において

サービスの提供の継続が困難であるとみこまれる場合

（4）その他サービス提供するうえでやむを得ない事情が発生した場合

事業者は契約を解除する場合においては、居宅介護サービス計画書を作成した

居宅介護支援事業者へその旨を連絡します。

第八条　（契約の終了）

この契約は、次のいずれかに該当する場合、終了します。

１．利用者から第二条2項に定める契約を終了させようとする意思表示があり、契約期間が満了

した場合
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２．利用者から第六条に定める意思表示がなされ、予告期間を満了した場合

３．事業者から第七条に定める意思表示がなされた場合

４．次のいずれかに該当し、居宅介護サービスを提供することができなくなったとき

①利用者が介護保険施設、病院などに相当期間以上にわたり、入所・入院したとき

②利用者が地域密着型サービス（夜間対応型訪問介護を除く）、特定施設入居者生活介護を

受けることとなったとき

③利用者が要介護認定により自立と判定されたとき

④利用者が死亡したとき

第九条　（事故時の対応など）

1．事業者はサービス提供に関して利用者のけがや体調の急変があった場合、医師や家族への

連絡その他適切な処置を迅速に行います。

2．事業者はサービスの実施にあたり、利用者の生命・身体・財産に損害を与えた場合、その損害

を賠償します。ただしその損害について事業者の故意又は過失によらない場合は、この限りでは

ありません。

３．前項の義務履行を確保するため事業者は賠償責任保険に加入します。

第十条　（苦情対応）

１．利用者は、提供されたサービスに関して苦情がある場合は、事業者、介護支援専門員、

包括支援センター、市町村又は国民健康保険団体連合会に対して、いつでも苦情を申し立てる

ことができます。

２．事業者は、提供されたサービスについて利用者から苦情を受ける窓口責任者及びその連絡先

を明らかにするとともに、利用者からの苦情があった場合は、迅速かつ誠実に対応します。

事業者は、利用者が苦情申し出などを行ったことを理由として、何らかの不利益な取り扱いも

いたしません。

第十一条　（秘密保持）

1．事業者は、サービスを提供するうえで知り得た利用者及びその家族に関する秘密及び個人情報

については、正当な理由がない限り、契約中および契約終了後においても第三者に漏らすことは

ありません。

2．事業者は、文書により利用者またはその家族の同意を得た場合には居宅介護支援事業者との

連絡調整その他必要な範囲で、同意した者の個人情報を用いることができるものとします。

第十二条　（契約外条項）

1．介護保険法及びそのほかの関係する法令並びにこの契約書に定めのない事項については、

利用者と事業者の協議により定めることとします。

２．この契約書は、介護保険法に基づくサービス及び同一種類の介護保険外サービス（利用限度

額を超えるサービス）を対象としたものであるため、利用者がこれ以外のサービスを希望する場合
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には、別途契約するものとします。
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別紙 サービス内容説明書

１．サービスの内容

①地域密着型通所介護は事業者が管理運営する特定の施設に通って、当該施設において自立

した日常生活が営むことができるよう必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うサービスを

提供します。

②事業所は次の施設及び日程によりサービスを提供します。

③サービス提供にあたっては、居宅介護サービス計画に沿った通所介護計画書を作成し、計画的

に提供します。

所在地 名古屋市瑞穂区白羽根町2丁目42番地の４

名称 デイサービスLien

電話 ０５２－８３８－７９９１

３．管理者

管理者は次のものです。

管理者　　岡村　あかね 連絡先　０５２－８３８－７９９１

サービスについてご相談やご不満がある場合には、お気軽にご連絡ください。

４．ご利用料金

＜地域密着型通所介護費＞

1単位10.68円

提供状況

あり

あり

あり

なし

あり

内容

入浴

送迎

昼食

個別機能訓練加算
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要介護５

単位　（料金・1割負担の場合）

サービス提供を

行う施設

２．提供するサービス

（地域密着型通所介護・予防専門型通所サービス）

処遇改善加算

８９０単位（９５０円）

１０３２単位（１，１０２円）

１１７２単位（１，２５２円）

１３１２単位（１，４０１円）

サービス内容

要介護１

要介護２

要介護３

要介護４

７５３単位（８０４円）



<予防専門型通所サービス費＞

1単位10.68円

＜その他の費用として全額自己負担いただく金額＞

金額 利用に〇

1食６００円 おやつ・飲み物代を含む（特別食は実費）

1枚１５０円

1枚50円

1枚１００円

実費 利用者の特別な希望により提供した場合

円

5．注意事項

①従業員に対する贈り物、飲食などのおもてなしは、一切ご遠慮させていただきます。

②利用にあたり持ち込むことができないものがありますので、生活相談員など担当職員と

ご相談ください。

③当事業所内では、職員の指示に従ってください。

④他のご利用者や、当事業所の従業員に対し、迷惑行為（宗教活動、営利活動など）を行うことは

できません。責任者が危機と判断した場合、ご利用を中止いただくことがあります。

⑤サービスご利用中に健康管理上、健康診断など受診をお願いすることがあります。

⑥サービスご利用中に気分が悪くなったときは、直ちに当事業所職員にお申し出ください。

⑦当事業所内で喫煙、飲酒はできません。（酒気帯の利用はお断りすることがございます。）

⑧携帯電話の持ち込みは他のご利用者とのトラブルの原因となりますので、ご家族預かりで

お願いします。
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３，６２１単位（３，８６７円）
要支援２

区分

昼食代

内容の説明

サービス内容

要支援１

単位　（料金・1割負担の場合）

１，７９８単位（１，９２０円）

１，７９８単位（１，９２０円）

持参の場合は無料

持参の場合は無料

持参の場合は無料

おむつ代

尿取りパット（昼用）

尿取りパット（夜用）

その他

合計



【第　　　　回変更】

本件契約の内容を次のとおり変更します。

変更の内容：

別紙の扱い：

（利用者）　 氏名

氏名

（事業者） 事業者名 ㊞

【第　　　　回変更】

本件契約の内容を次のとおり変更します。

変更の内容：

別紙の扱い：

（利用者）　 氏名

氏名

（事業者） 事業者名 ㊞

令和　　　年　　　月　　　日

㊞

（代理人・立会人）（該当する場合）

㊞

株式会社６L

令和　　　年　　　月　　　日

㊞

（代理人・立会人）（該当する場合）

㊞

株式会社６L
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私（利用者及びその家族）の個人情報については、次のきさいするところにより、必要な範囲内で

使用することに同意します。

１．利用目的

（1）利用者へのサービス提供、介護保険請求業務、各事業所の管理運営事務、並びにその他

訪問介護、訪問入浴介護、通所介護、短期入所生活介護、認知症対応型共同生活介護、特定

施設入所者生活介護、居宅介護支援及び福祉用具販売・貸与等介護サービス提供に係る一切

の業務のため。

（２）その他上記に付帯関連する業務のため

上記利用目的の範囲に含まれる具体的な業務の例については、次のとおりです。

①利用者に当社介護サービスを提供するため

②介護保険事務のため

③利用者の当社施設の入退所等の管理のため

④当社事業所の会計・経理のため

⑤関係各機関への事故等の報告のため

⑥利用者へ当社介護サービスの改善を図るため

⑦利用者に介護サービスを提供するにあたり、当社以外の介護サービス事業者や居宅介護支援

事業者等と連携（サービス担当者会議）をとり、これらからの照会に回答するため

⑧利用者に介護サービスを提供するにあたり、医師・医療機関等に意見・助言等を求めるため

⑨当社以外の介護サービス事業者や居宅介護支援事業者に業務委託をするため

⑩家族などへ利用者の心身の状況を説明するため

⑪介護保険事務を他社に委託するため

⑫審査支払機関へレセプトを提出するため

⑬審査支払機関や保険者からの照会に回答するため

⑭賠償責任保険などに係る保険会社等への相談又は届出等をするため

⑮当社介護サービスを含む業務の維持・改善のためのアンケート調査及び基礎資料に用いるため

⑯当社施設等を利用して行われる教育実習に協力するため

⑰行政機関による指導・監査等に協力するため

⑱第三者機関による当社介護サービスの評価・調査等に協力するため

２．使用する事業者の範囲

デイサービスLien及び居宅介護支援事業者、介護サービス事業者、主治医、医療機関、民生委員

、委託業者、保険者とします。

３．使用する期間

別紙「サービス契約書」第二条（契約期間）と同じ取り扱いとなります。

個人情報使用同意書
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４．条件

（１）個人情報の提供は、必要な範囲とし、提供にあたっては関係者以外の者に漏れることの

ないよう、細心の注意を払うこと。

（２）個人情報を使用した会議、相手方、内容等の経過を記録しておくこと。

（３）個人情報保護法を遵守すること。

地域密着型通所介護・予防専門型通所サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき

重要事項及び利用契約書並びに個人情報利用同意書の説明を行いました。

株式会社６L

デイサービスLien

㊞

私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、より良い介護サービス実施のため、

サービス担当者会議等で契約者並びに家族の情報を用いるほか、医療機関・居宅介護支援

事業者への情報の提供含め、下記項目に対し、サービスの提供開始に同意しました。

□ 重要事項説明書

□ 利用契約書

□ 個人情報利用同意書

（説明を受けた項目に□）
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説明者氏名

✓



以上のとおり、契約が成立したことを証するために、本契約書を2通作成し、契約者及び事業者は

記名押印の上、各自1通ずつ保有することとします。

令和　　　年　　　月　　　日

＜契約者＞

住所

氏名 ㊞

＜署名代筆＞

私は、契約者本人の契約意思を確認し、契約者に代わり上記署名捺印を行いました。

住所

氏名 ㊞

電話番号

＜家族代表＞

私は、契約者本人の契約意思を確認し、家族代表として上記署名捺印を行いました。

住所

氏名 ㊞

電話番号

＜事業者＞

事業者住所 名古屋市緑区東神の倉3丁目121番地

事業者名 株式会社６L

代表者氏名 代表取締役　岡村　あかね

事業所住所 名古屋市瑞穂区白羽根町2丁目42番地の４

事業所名 デイサービスLien

事業所連絡先 ０５２－８３８－７９９１
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